
 
 

 

【家庭教育支援チーム】 
 

（１）活動主体（チーム）について 

①チーム名 

（呼称） 

 

東神楽町家庭教育支援チーム 

  

  

 

②活動拠点 東神楽町内公共施設 （複合施設はなのわ、コミュニティセンター等） 

③活動範囲 東神楽町全域 

④組織体制 

 

地域コーディネーター１人  家庭教育支援員   ４ 人 

 

 

 

⑤活動開始年度 平成２７年度 

⑥問合せ先 

 

（部署・氏名等） 

東神楽町教育委員会地域の元気づくり課 

（TEL）0166-83-5407   （E-mail）shakaikyoiku＠town.higashikagura.lg.jp 

 

（２）活動内容について 

①活動形態 

（複数チェック可能） 

保護者等への学びの場の提供 

☐保護者等への地域の居場所づくり 

☐アウトリーチ型家庭教育支援（※保護者の居場所に出向いて届ける支援） 

    ☐自宅に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

    ☐保育所・幼稚園・学校等に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

    ☐その他の保護者に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

☐その他（                          ） 

②活動対象 

（複数チェック可能） 

乳幼児 小学生（低学年） 小学生（中学年） 小学生（高学年） 

中学生 ☐高校生以上     

の子供を持つ保護者に対する活動を実施 



③活動内容 

【具体的な活動内容】 

○保護者を対象とした家庭教育支援講座の開催 （年２回程度） 

親子でつくるロールケーキ教室、親子でつくる木工教室  

親子でクリスマスツリーづくり、アロマの全身ソープづくり  

オータムリースづくり、身体バランス調整×アロマ 

スワッグづくり など 

 

・本活動は、保護者を対象に、家庭における教育力の向上と親子の健全な

関係づくり、保護者同士の繋がりづくりを目的として実施している。 

・スタート時は親子で参加できる体験型講座としていたが、講座後のアンケ

ートで「子どもの前では子育ての悩みを話しにくい」という意見があり、平成

29 年度より託児を用意して保護者自身の心身のリフレッシュにつながる内

容の講座と茶話会を行い、家庭でのコミュニケーションの充実や、子育てに

対する前向きな意識の醸成を図っている。 

また、子育て中の保護者でもある家庭教育支援員が参加者と同じ目線で考

えた、ものづくりや身体を動かす体験等の講座を通して、保護者同士が交

流し、気軽に悩みや情報を共有できる機会を提供することをねらいとしてい

る。 

・活動にあたっては、家庭教育支援員として参加者のお世話や茶話会のフ

ァシリテーターをするのではなく、一参加者として一緒に活動しながら交流す

ることを心がけている。 

（グループ分けなどにおいては、支援員の持つ情報や申込フォームでの情

報から共通点や話しやすい環境づくりを心がけている） 

④活動の成果 

（活動実績がある 

場合） 

・ものづくりや体験活動等様々な活動を併せて行うことで、参加者が増え、

保護者同士の交流が生まれた。また、子育てに関する情報交換や悩みの

共有の場、地域におけるつながりづくりの場となった。 

 

・保護者の目線で企画した講座の内容について、参加した保護者からは「同

じ悩みをもつ方がいるのがわかり安心できた。」「子育てに少し自信がもて

た。」「つながりができて嬉しい。」「また参加したい。」といった、前向きな声

が多く寄せられている。 

⑤活動財源 

（複数チェック可能） 

文部科学省補助事業（事業名：学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金） 

☐文部科学省委託事業（事業名：                        ） 

☐厚生労働省事業（事業名：                           ） 

☐地方公共団体単独事業として実施 

☐特段の予算措置はない（自主的に活動を実施） 

☐その他の支援により活動を実施 

  （                                           ） 

 




